
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人伊藤静男の上告趣意について。

　所論は憲法三九条同三一条違反を主張するけれども、その実質は単なる法令違反

を理由とする主張であつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。

　のみならず、第一審判決挙示の証拠によると、被告人の共犯者であるＡは、Ｂ製

鋼所指定のスクラツプ納入業者であるＣ物産株式会社の代行商人として、本件のス

クラツプを同製鋼所Ｄ製鋼工場に納入せんとしたものであり、その代金は大阪市に

在るＣ物産を介して右製鋼所Ｅ営業所から支払われそれを受領すべき関係にあつた

ことが認められるのである（第一審判決挙示証拠、特にＦの検察事務官に対する供

述調書謄本参照）。すなわち、本件仮装量目に相当する代金を交付する場所は呉市

ではなくして大阪市ではあるが、その代金の交付者は矢張り同製鋼所なのである。

従つて、被告人等は同製鋼所Ｄ製鋼工場の係員を欺罔することにより、結局同製鋼

所Ｅ営業所の係員をも欺罔して金員の交付を受けんとしたわけになるのである（納

入領収書は五通作られ、その内一通を納入者に渡し、他はＥ営業所に送られる。前

示Ｆ供述調書謄本）。されば第一審認定のような被告人等の行為は、同製鋼所Ｅ営

業所に向けられる一連の欺罔行為の実行に着手したものと認むべきこと勿論という

べきである。以上の関係につき原判示は不親切と不精確のそしりを免れないが結論

は正当であつて、何等所論のような違法は存しない。

　なお本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

　よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。
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